
 

県による給付点検の実施について 

 

１ これまでの主な経過 

  平成３１年１月  給付点検に係る健康福祉部内３課と連携体制構築 

           （健康福祉指導課・障害者福祉推進課・医療整備課） 

  平成３１年３月  県内全市町村より情報提供に係る包括的同意（同意書） 

給付点検に係る事務処理方針策定 

  令和元年 ６月  国保総合システムの改修 

 

２ 給付点検の内容 

・ 令和２年１月より、給付点検の実施を予定している。（約３，０００件／３カ月分） 

・ 点検条件としては、令和元年９月診療分より県内の市町村異動のあった被保険者の医科（入院・

外来）、歯科（入院・外来）、ＤＰＣ、調剤について、複数月（３カ月）を対象とした縦覧・突合・

横覧点検とする。                   【広域的な見地による給付点検調査】 

・ 点検項目としては、複数項目を保険指導課にて選定する。例えば、３カ月に１回の算定要件のあ

る医科点数Ｄ００５（８）「アルブミン定量（尿）」などの縦覧点検や、部内連携体制による実地

指導内容、保険指導課保険医療機関指導班にて実施した個別指導等の内容についての点検とす

る。また、項目については３カ月に１度見直しを行う。 

             【医療に関する専門的な見地による給付点検調査】 
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３ 市町村の対応 

     県による給付点検の実施による市町村の国保総合システムの操作（見え方など）について

は、国保連合会主催（１１月２７日予定）の国保総合システム等電算共同処理研究会にて説

明予定。 

 

４ ２０２０年度保険者努力支援制度（都道府県分）（参考） 

 ○市町村への指導・助言等（２０１９年度の実施状況を評価） 

評価指標 配点 

（ⅰ）給付点検 

① 都道府県は市町村から給付点検調査に要する情報の提供を求めるために、

包括的な合意を得ている場合 

 

１点 

② 給付点検調査のための担当者を配置し、庁内関係部局間での担当者会議を

定期的に開催する等により、日頃から連携体制を構築している場合 

１点 

③ 給付点検調査に係る事務処理方針を策定している場合 １点 

 

 

 

 


